
電 力 供 給 契 約 書（案） 

 

 公益財団法人堺市文化振興財団（以下「発注者」という。）と供給者（以下「受注者」と

いう。）とは、堺市立栂文化会館で使用する電気の供給に関し、次の条項により契約を締結

する。 

 

（契約の目的） 

第１条 受注者は、この契約の条項に従って、発注者に対し、発注者が使用する電気を継

続して、安定供給するものとし、発注者は、この契約の条項に従って当該電気の供給を

受け、自己の必要に応じて使用するものとする。 

（契約の要領） 

第２条 この契約の要領は、次のとおりとする。 

 （１）件  名 堺市立栂文化会館に係る電力の供給  

 （２）契約電力 

ア 契約電力（常時電力）          １６６ kW 

イ 予定年間使用電力量       ２３５，７００ kWh 

（３）契約金額 別添１ 契約料金表（以下「料金表」という。）のとおり 

        なお、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法に基づく賦課金は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定

める特定規模需要の標準供給条件により、支払うものとする。 

（４）需要場所  堺市南区桃山台２丁１番２号 

堺市立栂文化会館 

（５）契約期間 平成２９年５月１日午前０時００分から平成３０年３月３１日午後 

１２時００分まで 

ただし、契約期間満了日の３か月前までに当事者の一方から書面によ

る別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に 1 年間延長される

ものとし、以降も同様とする。 

（６）供給仕様等 別添２ 仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 

（７）契約保証金 契約金額の１００分の１０以上 (免除する場合あり) 

（８）この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面により、こ 

れを行う。 

（９）この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる言語は、日本語とする。 

（１０）この契約に規定する金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

（１１）この契約は、日本国の法令に準拠する。 

（１２）この契約により生じた権利義務に関する訴訟については、大阪地方裁判所をも

って管轄裁判所とする。 



（権利義務譲渡の禁止） 

第３条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ

せてはならない。ただし、合併等を原因とする承継で、発注者の承認を受けたものにつ

いては、この限りでない。 

（機密を守る義務） 

第４条 発注者及び受注者は、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に

漏らし、又は他の目的に利用してはならない。第２条第５号に規定する契約期間（以下

「契約期間」という。）終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、

法律、条例等により開示が義務付けられている場合で、所定の手続きにより開示する場

合はこの限りでない。 

（契約電力の変更） 

第５条 第２条第２号に規定する契約電力（以下「契約電力」という。）を変更する必要が 

あるときは、発注者と受注者とが協議の上、これを変更することができるものとする。

この場合、第２条第３号に規定する基本料金（以下「基本料金」という。）については、

発注者と受注者とが協議の上、変更後の契約電力に応じてこれを変更するものとする。 

２ 発注者が前項の規定によらないで、契約電力を超過した場合は、受注者の責めとなる

理由による場合を除き、発注者は第２条第２号に掲げる契約電力をただちに適正なもの

に変更するものとし、受注者が定める約款に規定のある場合は受注者に超過金として支

払うものとする。 

３ 前各号に掲げるもののほか、契約電力の変更に伴い必要となる措置は、発注者と受注

者とが協議の上、これを定めるものとする。 

（使用電力量の増減） 

第６条 発注者の使用電力量は、発注者の都合により予定使用電力量を上回り、又は下回

ることができる。 

（計量） 

第７条 受注者は、発注者が使用した電力量（以下「使用電力量」という。）を、毎月１日

の午前０時から当該月の最終日の午後１２時までの期間（以下「計量期間」という。）に

電力量計に記録された値により計量するものとする。 

（代金の支払等） 

第８条 受注者は、月毎に料金表に規定した基本料金単価、電力量料金率より計量期間に

かかる電力料金を算出し、これに消費税及び地方消費税相当額を付加した金額（以下「代

金」という。）を、計量期間の翌月に、発注者に対し、受注者からの適法な請求書により

請求するものとする。 

なお、使用電力量に小数点以下の端数があるときは、小数点第１位で四捨五入するもの

とし計算の結果、代金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 発注者は、前項に規定する請求書を受理したときは、受注者が定める約款にある支払

日までに受注者に代金を支払うものとする。 



３ 発注者は、前項に規定する支払日までに代金を支払うことができなかったことによる

料金については、受注者が定める約款の規定に基づき受注者に支払うものとする。 

４ 発注者は、第１項に規定する請求書を受理した後、その請求内容又は請求書の全部又

は一部に瑕疵があると認めたときは、受注者に対しその事由を明示して､当該請求書を返

付する事ができる。この場合においで、当該請求書を返付した日から、受注者が是正し

た請求書を発注者が受理した日までの期間、支払日を延長するものとする。 

（接続供給契約等の義務） 

第９条 受注者が、自己と堺市内を接続供給の供給区域とする一般送配電事業者との間に、

自己がこの契約に基づき電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結

しなければならない。 

（臨機の処置） 

第１０条 受注者は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければな

らない。この場合において、受注者は、その処置の内容を直ちに発注者に通知しなけれ

ばならない。 

（損害の負担） 

第１１条 受注者は、受注者の責に帰す事由により発注者に損害を与えたときは、

直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。  

２ 受注者は、この契約の履行に関し、第三者（発注者の職員を含む。）に損害を与えたと

きは、発注者の責に帰すべき場合を除き、その損害を賠償する責に任ずる。 

（発注者の契約解除権） 

第１２条 発注者は、公益財団法人堺市文化振興財団契約規程第４１条に定める

もののほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除する

ことができる。 

（１）正当な理由なく契約を履行しないとき。 

（２）本契約に関して受注者又は受注者の従業員に、不正又は不当な行為があっ

たとき。 

（３）業務履行上の過失、不手際が度重なったとき。 

（４）契約の履行に当たり、発注者の指示に従わないとき、又はその職務の執行

を妨げたとき。 

（５）受注者について、破産、民事再生、会社更生及び特別清算のいずれかの申

立てがあったとき、又はこれと同視しうる経営危機に陥ったと認められる

とき。 

（６）前各号に定めるもののほか、受注者の責に帰すべき理由により、契約の目

的を達成することができないと認められるとき。 

（７）暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。 

２ 受注者は、前項の規定により契約を解除された場合は、契約金額（単価契約

の場合は、契約単価に予定数量を乗じて得た額）の１００分の１０に相当する

額を違約金として、発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければなら

ない。 



３ 前項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合におい

て、その超過分につき、発注者が受注者に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。 

（受注者の契約解除権） 

第１３条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、業務を履行することができなくなった

ときは、契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたとき

は、発注者に対してその賠償を請求することができる。 

（協議による契約解除） 

第１４条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の承諾を得て、この契約を解除

することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、これを賠償しな

ければならない。 

（不正な行為等に係る賠償額の予約） 

第１５条 受注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、

契約の解除にかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証するこ

とを要することなく、受注者は、契約金額（単価契約の場合は、第８条第２項

の規定により支払った契約代金。以下この条において同じ。）の１０分の２に

相当する額に、当該契約金額の支払が完了した日から政府契約の支払遅延防止

等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の率（以下「支払遅延防

止法の率」という。）で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として発

注者に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同

様とする。 

(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以

下「独禁法」という。）第３条、第６条、第８条又は第１９条の規定に違反す

るとして、独禁法第７条、第８条の２又は第２０条の規定による排除措置命令

（独禁法第２条第９項第３号に該当する行為及び不公正な取引方法（昭和５７

年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売に係るものを除

く。）を受けた場合であって、独禁法第８章第２節に規定する手続を経て当該

排除措置命令が確定したとき。 

(2) 独禁法第３条、第６条、第８条又は第１９条の規定に違反するとして、独禁

法第７条の２第１項（独禁法第７条の２第２項及び第８条の３において読み替

えて準用する場合を含む。）若しくは第４項、第２０条の２、第２０条の３、

第２０条の５又は第２０条の６の規定により課徴金の納付命令を受けた場合

であって、独禁法第８章第２節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確

定したとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、独禁法第７条の２第１項（独禁法第８条の３に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）の規定により課徴金を納付すべき場

合であって、納付命令を受けなかったとき。 

(4) 本項第１号及び第２号に規定する審決に対して、受注者が独禁法第77条第１

項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却又

は訴えの却下の判決が確定したとき。 

(5) 受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法（明治40年法



律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独禁法第89条第１項若しくは第95

条第１項第１号の規定に該当し、刑が確定（執行猶予の場合を含む。）したと

き。 

（６） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項第２号に該当

すると発注者が認めるとき。 

２ 前項（第５号及び第６号を除く。）の規定は、独禁法第７条の２第６項に規

定する事前通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、

これを適用しないものとする。 

３ 第１項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超

える場合において、その超過分につき、発注者が受注者に対し損害賠償の請求

を妨げるものではない。 

（不完全履行による減額、損害賠償） 

第１６条 発注者は、受注者が業務の一部を履行しないとき、又は業務の履行が不完全で

あるときは、契約金額から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求す

ることができる。この場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者に対してそ

の賠償を請求することができる。 

（変更の届出） 

第１７条 受注者について、名称、所在地、代表者、受任者及び使用印鑑のいずれかの変

更があったときは、速やかに発注者に届出なければならない。 

（疑義等の決定） 

第１８条 この契約に定めのない事項については、料金表及び仕様書並び受注者が定める

約款によるものとし､これらに定めがないとき又はこの契約に関して疑義が生じたとき

は､発注者と受注者とが協議の上､これを定めるものとする。 

（かし担保責任）             

第１９条 発注者は、契約の履行の成果物（成果物がない場合については、履

行した業務）にかしがあるときは、受注者に対して当該かしの修補又は当該

修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。 

２ 前項の規定によりかしの修補又は損害賠償の請求は、契約の履行の成果物

の引渡し日（成果物の引渡しがない場合については、業務が完了した日）か

ら１年以内に行わなければならない。ただし、当該かしが受注者の故意又は

重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、１

０年とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、かし担保期間について別紙仕様書等で別段の定

めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。 

４ 第１項の規定は、契約の履行の成果物のかしが支給材料の性質又は発注者

の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者

がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった

ときは、この限りでない。  



（紛争の解決）             

第２０条 この契約に関し紛争が生じた場合は、発注者と受注者との協議によ

り解決を図るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、

当該調停人のあっせん又は調停により、その紛争の解決を図ることができる。

この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者と

が協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者

と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とでそれぞれが負担す

る。 

３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要がある

と認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、

その紛争について民事訴訟法（平成８年法第１０９号）に基づく訴えの提起

又は民事調停法（昭和２６年法第２２２号）に基づく調停の申立てを行うこ

とができる。 

（契約保証金） 

第２１条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の

有価証券で発注者が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければな

らない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は契約保証

金の納付を免除される。 

２ 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は、この契

約に基づく受注者の債務が完了したときに返還する。 

３ 契約保証金には利子を付さない。 

（違約金等への充当） 

第２２条 第１２条第１項の規定に基づき、発注者がこの契約を解除したときは、 

契約保証金又は担保（第２２条の規定により、契約保証金の納付又はこれに代 

わる担保の提供が行われているとき）は第１２条第２項に定める違約金に充当 

する。また、第１１条第１項、第１２条第３項、第１５条、第１６条、第２０ 

条第１項の規定により、発注者が受注者に対して損害金又は賠償金を有すると 

きも同様とする。 

 

 

 

 



この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、おの

おの１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

発注者  住 所 堺市堺区熊野町東４丁４番２０号林ビル５階 

                             名 称 公益財団法人堺市文化振興財団 

                             代表者 理事長 梅原 利之 

 

 

受注者  住 所  

                                         名 称  

                                         代表者  

 

 



契 約 料 金 表 

                                      

 

(1) 基本料金率（常時電力）  

円  銭（１ｋＷ、１月あたり） 

 

(2)  電力量料金率（常時電力） 

夏季料金      円  銭（１ｋＷｈあたり） 

その他季料金    円  銭（１ｋＷｈあたり） 

    （夏季は毎年７月１日から９月３０日まで、その他季は毎年４月１日から６月３

０日まで及び１０月１日から翌年３月３１日までの期間） 

 


